
復興公営住宅自治活性化事業補助金
のご案内

復興公営住宅の新たな生活拠点におけるコミュニティ機能強化や、自治活

動の活性化に向けた活動を支援するため、自治組織等が自発的、主体的に

取り組む活動に要する経費について補助します。

目的

１．自治活動活性化事業

２．地域交流活動事業

３．普及啓発事業

事業

復興公営住宅の自治組織等

補助対象者

福島県避難者生活支援課 1



復興公営住宅自治活性化事業補助金のご案内【福島県】

■補助対象事業等

長期避難者等の生活拠点のコミュニティ維持・形成を目的に、復興公営住宅のコミュニティ機能を強化し、自治活動の活性化を図るための事業

に要する経費について、これを行う自治組織等に対して補助金を交付します。

●補助対象者は、復興公営住宅に設立された自治組織等の住民団体（自治会、管理組合等）

●補助対象事業は、１．自治活動活性化事業 ２．地域交流活動事業 ３．普及啓発事業

●補助額については、補助対象経費の１０／１０以内の額、一団体につき３０万円の範囲内で決定します。

なお、同一団体に対する補助は最大３年になります。

補助限度額補助率補助期間事業内容

上限額は３０万円補助対象経費の１０

分の１０以内の額

単年度当たりの申請は、

１団地１回

（複数事業、複数イベント

等年間を通した事業の申

請を可とする。）

同一団体に対する補助は

最大３年

※ただし、予算措置が前

提となります。

１．自治活動活性化事業

自治組織等におけるコミュニティ計画

の策定や実践活動（自主的な勉強会・会

合、お茶会、手芸・料理・囲碁将棋教室

などの交流事業、高齢者の生きがいづく

り等）に要する経費

２．地域交流活動事業

地域との交流や賑わいづくりを図るた

め、地域の特色や資源を生かして行うイ

ベント開催に要する経費

（美化活動、お祭り等）

３．普及啓発事業

上記１、２の事業の促進や、コミュニ

ティ形成を図るための入居者に対する普

及啓発に要する経費

国・県の他補助制度との重複申請が認められませんので、ご注意下さ

い。
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復興公営住宅自治活性化事業補助金のご案内【福島県】

■補助対象経費等

補助対象外経費補助対象経費

●事業を伴わない物品・備品（※）の購入に要する経費
●団地集会所の維持管理費
●自治組織等の団体の構成員に対する人件費及び交際費
●他の個人または団体への負担金及び補助金など住民自治組織が直
接関与又は実施しない事業に関わる経費
●物品販売に係る経費
●その他補助することが適当でないと判断される経費
※備品とは、机・イス・書庫・パソコン・カメラ等、汎用性が高く、かつ、事
業年度（１年）以上にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できるも
のを言います。
何が備品に該当するかについては、購入される前にご相談ください。

●報償費（講師・指導者、ボランティアへの謝礼金など）
●旅費交通費（タクシー代など（事業の実施に必要なものに限る））
●消耗品費（事業に必要な文具、日用品や原材料費など）
●燃料費（講座やイベント時などの当日にかかるガソリン代など）
●印刷製本費（チラシ作製費等、広報宣伝用の印刷や報告書など）
●食糧費（お茶代、茶菓子代、交流会などにおける最小限の飲食
費）経費は１名あたり合計１,０００円以内で、かつ事業参加人数以
下の最小限の飲食料、アルコールは対象外
●上記のほかに、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、
備品購入費、雑費

■スケジュール

計画・申請書
作成

申請書提出

（福島県宛て）

審査

（福島県）
採択可否通知 概算払い請求 概算払い

事業実施

（団体）

状況報告

（団体）

報告・請求

（福島県宛て）

支払い

（福島県→団体）

■お問合せ・お申込先

福島県企画調整部避難地域復興局避難者生活支援課（福島市杉妻町２－１６本庁舎５階）
電話：０２４－５２１－８３０６

■募集期間

令和８年６月２２日(月)～令和９年１月２９日(金)

（期限内必着）

前払いが必要な経費のみ（支払額は要相談）
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復興公営住宅自治活性化事業補助金のご案内【福島県】

■実施までの流れ（イメージ図）

自治会の課題把握 活動計画の策定 事業企画立案 申請書類の作成

自治会主催（勉強会等）

申請書受付
／審査
／採択

実施例１

報告・請求

補助金交付・支払

〇自治活動活性化事業
コミュニティ計画の策定や自治会交流
事業の実施（バスツア－、芋煮会など）
サークル活動（料理教室、手芸教室、
木工教室など）

〇地域交流活動事業
地域との交流や賑わいづくりを図るため、
地域の特色や資源を生かして行うイベント
開催に要する経費（美化活動、お祭りな
ど）

〇普及啓発事業
自治活動や団地のコミュニティづくりを
促進するための普及啓発活動
（ワークショップ、講習会など）

実施例３

コミュニティ交流員が自治会を訪問し、計画の策定や企画立案、事業

実施に要する補助金申請書類の準備をサポートします。

福島県復興公営住宅〇〇団地〇〇自治会

実施例２

実施
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